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次

 

ペ
ー
ジ

告

示

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更 

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

二

〇
宮
城
県
農
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事

務
の
委
託
（
三
件
） 
（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

四   

〇
宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

の
委
託 
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
宮
城
県
加
美
農
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務

の
委
託
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
宮
城
県
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事

務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
宮
城
県
南
郷
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委

託 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収

事
務
の
委
託
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

六

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

七

収
用
委
員
会

〇
長
塩
谷
立
神
地
区
海
岸
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

　
　

七

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号

　

県
営
磯
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日
か
ら
令
和
元
年
八
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

山
元
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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㈡　

そ
の
他
の
森
林
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
七
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木

事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

若
柳
築
館
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
若
柳
字
川
南
川
原
前
二
九
番
一
地
先
か
ら

同
市
若
柳
字
川
南
川
原
前
一
一
〇
番
一
地
先
ま
で

前

二
一
・
七
〜

 

二
三
・
七
　

 

七
九
・
四

後

二
二
・
二
〜

 

二
六
・
八
　

 

七
九
・
四

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由
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令
和
元
年
七
月
九
日

芹
澤　

廣
仲

二
級
建
築
士

第
五
百
九
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

良
壽

二
級
建
築
士

第
千
四
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

唐
澤　

輝

二
級
建
築
士

第
四
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

長
田　

顯

二
級
建
築
士

第
六
千
七
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

志
賀　

昭
治

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
藤　

三
男

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
七
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

横
田　

賢

二
級
建
築
士

第
六
千
六
百
六
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

木
村　

藤
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
百
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
藤　

俊
二

二
級
建
築
士

第
千
八
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

首
藤　

光
哉

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
三
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
橋　

喜
悦

二
級
建
築
士

第
九
千
九
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
橋　

恒
夫

二
級
建
築
士

第
千
八
百
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
野
松　

榮

季

二
級
建
築
士

第
千
百
八
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

鈴
木　

清
吉

二
級
建
築
士

第
三
百
七
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

遠
藤　

芳
政

二
級
建
築
士

第
五
千
六
百
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
形　

米
藏

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
橋　

武
志

二
級
建
築
士

第
六
百
九
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
松　

正
二

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
々
木　

亀

治

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
七
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

中
村　

宗
平

二
級
建
築
士

第
千
九
百
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

鹿
野　

常
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
四
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

阿
部　

將

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
四
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

仙
吉

二
級
建
築
士

第
六
千
二
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
澤　

悟

二
級
建
築
士

第
六
千
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

杉
村　

忠
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
七
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
藤　

文
也

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
七
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

渡
邉　

源
一

二
級
建
築
士

第
四
百
三
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
々
木　

義

二
級
建
築
士

第
千
二
百
三
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

岩
渕　

盛

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
六
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

遠
藤　

正
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
三
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

茂
夫

二
級
建
築
士

第
千
六
百
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

遠
藤　

林
太

郎

二
級
建
築
士

第
八
千
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

吉
田　

源
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

松
崎　

幸
夫

二
級
建
築
士

第
六
千
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

日
下　

達
男

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
窪　

正
一

二
級
建
築
士

第
四
百
七
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
林　

知
幸

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
三
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

山
川　

武

二
級
建
築
士

第
九
千
百
五
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

中
野　

繁
雄

二
級
建
築
士

第
八
百
六
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

三
浦　

巖

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
元
年
七
月
九
日

齋
藤　

正
治

二
級
建
築
士

第
六
百
六
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
藤　

質
郎

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
八
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

若
生　

武
雄

二
級
建
築
士

第
五
千
八
百
七
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

清
野　

誠
一

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

村
上　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

後
藤　

正
一

二
級
建
築
士

第
五
千
百
九
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

菅
原　

善
夫

二
級
建
築
士

第
六
千
八
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
橋　

是
雄

二
級
建
築
士

第
八
千
九
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

大
内　

吉
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
山　

光
二

二
級
建
築
士

第
千
五
百
三
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

星　

久

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
八
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
室　

義
一

二
級
建
築
士

第
四
百
七
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

穀
田　

家
壽

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
九
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
野
寺　

久

夫

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

三
浦　

馨
揮

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
八
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

山
田　

文
男

二
級
建
築
士

第
千
八
百
三
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

天
野　

喜
久

彌

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

海
野　

安

二
級
建
築
士

第
四
千
五
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

光
男

二
級
建
築
士

第
九
千
九
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

柄
目　

陽
人

二
級
建
築
士

第
一
万
五
千
八
百

二
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
関　

千
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
四
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

阿
部　

德

二
級
建
築
士

第
千
九
百
八
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

髙
橋　

要
吉

二
級
建
築
士

第
五
千
八
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

今　

壽
夫

二
級
建
築
士

第
八
百
八
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

次
男

二
級
建
築
士

第
四
千
三
百
七
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

小
野
寺　

昭

八
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

田
畑　

長
一

二
級
建
築
士

第
千
三
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

佐
藤　

勝
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
七
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

高
橋　

清
志

二
級
建
築
士

第
五
千
三
百
九
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
元
年
七
月
九
日

千
葉　

亨

二
級
建
築
士

第
四
千
五
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十
一
年
三

月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三

十
一
年
三
月
十
五
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。
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令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目
三
番
六
号　

仙
台
中
央
食
肉
卸
売
市
場
株
式
会
社

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十
一
年
三

月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
松
原
三
十
八
番
地　

渡
光
畜
産　

代
表　

渡
邊　

通

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
柴
田
農

林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十
一

年
三
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合　

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目
三
番
六
号　
　
　

仙
台
中
央
食
肉
卸
売
市
場
株
式
会
社

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
柧
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
加
美
農

業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
株
式
会
社
宮
城
県
食
肉
流
通
公
社
及
び
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品

売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
柧
木
町
十
四
番
地
の
一　

加
美
よ
つ
ば
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地　
　
　
　

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
南
郷
高

等
学
校
の
農
産
物
の
花
野
果
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八

日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

遠
田
郡
美
里
町
練
牛
字
六
号
十
二
番
地　

有
限
会
社
花
野
果
市
場

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
登
米
総

合
産
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三

十
一
年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
地
の
一　

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
登
米
総

合
産
業
高
等
学
校
の
農
産
物
の
産
直
な
か
だ
愛
菜
館
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
本
町
九
十
五
番
地
一　

協
同
組
合
産
直
な
か
だ
愛
菜
館

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
蔵
王
町
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

千　
　

　
　

隆　
　

政　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

樋

口

俊

彦

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
大
橋
二
十
四

番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

村　

上　

八
三
郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
湯
口
六
十
七

番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

樋　

口　

喜
久
雄

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
宮
ケ
内
下
九

番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

長

成

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
屋
敷
三
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

保

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
塩
沢
字
大
山
七
十
一

番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

佐

藤

敏

郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
後
原
二
十

六
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

大

沼

俊

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
三
ノ
輪
屋

敷
二
十
一
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

山

家

光

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
清
上
二
十
一

番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

村

上

一

郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
青
木
屋
敷

二
十
六
番
地

監

事

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

小

島

一

利

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
鳥
山
二
十
二

番
地
一

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

樋

口

俊

彦

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
大
橋
二
十
四

番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

村　

上　

八
三
郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
湯
口
六
十
七

番
地
一

理

事
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令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

樋　

口　

喜
久
雄

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
宮
ケ
内
下
九

番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

佐

藤

敏

郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
後
原
二
十

六
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

村

上

明

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
原
東
四
十

二
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

村

上

秀

三

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
平
沢
字
台
屋
敷
四
十

六
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

村

上

敏

幸

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
狐
塚
二
十

四
番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

佐

藤

光

男

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
戸
ノ
内
中

九
十
一
番
地
一

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

鈴

木
　

敬

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
鍜
治
屋
敷

三
十
九
番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

高

沢

忠

義

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
屋
敷
二
十
一

番
地

理

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

村

上

一

郎

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
青
木
屋
敷

二
十
六
番
地

監

事

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日

佐

藤

長

成

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
屋
敷
三
番
地

監

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
元
年
七
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
五
反
田
四
番
七
十
四
の
一
部
、

四
番
七
十
五

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
五
反
田
四
番
地
七
十
四

 

手
島　

史
絵　
　
　
　
　
　
　
　

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
16号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
元
年
７
月
16日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
 　
長
塩
谷
立
神
地
区
海
岸
改
修
工
事
（
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
長
塩
谷
地
先
海
浜
地
か
ら
同
市
北
上
町
十

三
浜
字
立
神
地
内
ま
で
）

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
立
神

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）
　
　
　
　

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
　
用

使
　
用

256番
１

山
林

雑
種
地

2,225
2,225.82

1,770.48
63.45

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
持
分
300分

の
１
　
高
橋
　
洋
治

　
　
神
奈
川
県
川
崎
市
多
摩
区
菅
馬
場
二
丁
目
29番
２
号
シ
ャ
ル
ム
201

　
　
持
分
300分

の
１
　
伊
藤
　
亜
子

　
　
千
葉
県
柏
市
大
井
927番

地
１

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
元
年
７
月
５
日

（7）　令和元年７月16日　火曜日 第21号宮　　城　　県　　公　　報


